
災害に備えて地域との情報共有に取り組みます

災害に備えた避難支援対策

平成２５年６月に災害対策基本法が改正され、災害時に自力で避難することが困難な高齢者や障害者

など「避難行動要支援者」の名簿を作成することが区市町村に義務付けられました。災害に備えて地域

全体で要支援者を支援していく取り組みを推進するため、地域で名簿情報の共有を進めます。

「避難行動要支援者名簿」の作成と種類

甲府市

根拠法令 災害対策基本法第４９条の１０、第４９条の１１第２項

登載対象

在宅（長期入院や施設入所していない）で、次に掲げる要件に該当する方

①６５歳以上一人暮らし高齢者で、介護保険の要介護認定・要支援認定を受けている方のうち、

要介護1・2または要支援１・２の方

②介護保険の要介護認定３～５の方

③身体障害者手帳（視覚または聴覚の個別等級）１～２級を所有する方

④身体障害者手帳（肢体または平衡の個別等級）１～3級を所有する方

⑤療育手帳A判定を所有する方

⑥精神障害者福祉保健手帳１級を所有する方

⑦その他、具体的な理由により、本人が避難行動要支援者名簿への掲載を求め、市長が認める方

保管先

各地区自治会連合会会長、各自主防災組織の長（または自治会長）、各地区民生委員会長、各民

生委員、児童委員、市社会福祉協議会、各地区社会福祉協議会会長、甲府地区消防本部及び各署、

甲府警察署、南甲府警察署、指定避難所

活用方法
平常時の地域で取り組む防災訓練や支援体制づくり等に活用
災害時の安否確認・避難支援に活用

要支援者 甲府市 避難支援等関係者

同意書
or

登録申請書

①全体名簿のうち、避難支援等関係者に名簿情報を提供することに同意された方の情報については「②同意者

名簿」に登載し、避難支援等関係者へ提供するなど災害に備えていきます。

甲府市では、以下のとおり「避難行動要支援者名簿」を作成します

➀全体名簿
市保有の情報から
自動的に掲載

市で保管

②同意者名簿
➀のうち、同意書また
は登録申請書の提出
があった人のみ掲載

消防本部・警察本部で保管

担当民生委員で保管

社会福祉協議会で保管

各地区自治会連合会など自主防
災組織で保管

平常時・災害時に活用



この取り組みは普段からの地域の交流により、少しでも災害時の被害を減らすために行うものです。災害

の状況によっては救護活動にも限界があります。名簿に登録されたとしても、災害時の避難支援等が必ず

しも保証されるものではないこと、ご理解くださいますようお願いいたします。

甲府市は、避難行動要支援者本人の同意を得た方の「②同意者名簿」を作成し、「避難支援等関係者」へ
名簿を提供します。災害に備え避難支援等関係者が名簿を活用して、安否確認や避難支援ができるよ
うに取り組んでいきます。

◼避難支援等関係者とは・・・

自主防災組織

民生委員・児童委員

社会福祉協議会

甲府地区消防本部

山梨県警察本部

◼平常時の取り組み

・防災訓練

・避難体制の確立 など

• 災害時の取り組み

・避難情報など災害情報の伝達

・安否確認や避難支援 など

市では、地域防災計画に避難支援等関係者の範囲を記載し、同意者名簿を管理していただいている
ことを明確にしております。また、同意者名簿をお渡しする際には、市の管理責任となるよう、受領
書等を提出していただいております。

同意書提出後の流れ

個人情報の取り扱い

避難行動要支援者名簿（①②共通）に記載されている個人情報内容は次の項目です。

①氏名 ②生年月日 ③性別 ④住所（居住） ⑤連絡先 ⑥介護度や障害の種類など

最後に・・・

避難行動要支援者名簿への掲載を希望する方は、申請書を記入後、防災企画課へ提出して
ください。

市長直轄組織 危機管理室 防災企画課

直通電話：055-237-5331

■お問合わせ先

■登録申請について

甲府市 避難支援等関係者

情報提供の同意

同意者名簿の提供

平常時の交流

災害時の避難支援など

避難行動要支援者
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